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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第59期

第３四半期
連結累計期間

第60期
第３四半期
連結累計期間

第59期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高（百万円） 190,499 238,259 260,198

経常利益（百万円） 16,944 24,975 20,526

四半期（当期）純利益（百万円） 12,519 14,973 13,773

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
14,024 25,480 25,069

純資産額（百万円） 127,012 153,272 138,078

総資産額（百万円） 219,861 272,198 244,725

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
66.03 78.98 72.65

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 78.98 －

自己資本比率（％） 54.1 55.8 53.1

 

回次
第59期

第３四半期
連結会計期間

第60期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 35.38 37.19

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきまして

は記載しておりません。

２. 売上高には、消費税等は含んでおりません。

３. 第59期第３四半期連結累計期間および第59期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額に

つきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国の金融緩和縮小による影響など、先行きに留意する必要が

あるものの、弱い回復が続き、底堅さも見られました。日本経済は、各種政策の効果が発現するなかで、企業収益

および雇用の改善などにより緩やかに回復しました。

スポーツ用品業界は、健康志向によるスポーツへの関心の高まりやランニングブームを背景に、堅調に推移しま

した。

このような情勢のもと、当社グループは、中期経営計画「アシックス・グロース・プラン(AGP)2015」に基づき、

引き続きグローバルレベルでの事業の強化・拡大を図りました。高機能ランニングシューズ「GEL-NIMBUS 15」、

「GEL-CUMULUS 15」、「GEL-KAYANO 20」の市場投入や、ランニングウエアを中心としたアパレルの拡充をグローバ

ルレベルで行うなど、製品力の強化に努めました。

マーケティング面におきましては、世界各地のマラソン大会への協賛、モスクワで行われた世界陸上競技選手権

大会における日本を含む世界７カ国の代表選手への当社製品の提供、南アフリカ共和国ラグビー協会およびオース

トラリアラグビー協会との製品提供に関する契約の締結、米国MLB(メジャーリーグベースボール)のダルビッシュ有

選手とのアドバイザリー契約の締結など、ブランド価値および企業イメージの向上に努めました。

販売面におきましては、メキシコに販売子会社を設立するとともに、大阪、シドニーにアシックスブランドの旗

艦店を、シドニー、神戸にオニツカタイガーブランドの旗艦店をそれぞれオープンしたほか、世界共通のITプラッ

トフォームに基づくEコマースサイトを立ちあげ、米国、日本、英国で販売を開始するなど、売上拡大に努めまし

た。

また、外国人経営幹部の登用や海外でのグローバル会議の開催を行い、グローバルレベルでの執行体制を整備す

るなど、経営基盤の強化に努めました。

当第３四半期連結累計期間における売上高は238,259百万円と前年同期間比25.1％の増収となりました。このうち

国内売上高は、主にランニングシューズおよびベースボール用具が好調であったことに加え、自主管理売場の拡大

に伴いウォーキングシューズおよびオニツカタイガーシューズが堅調に推移したことなどにより、66,245百万円と

前年同期間比4.2％の増収でした。海外売上高は、米州および欧州などでランニングシューズが好調に推移したこと

および為替換算レートの影響により、172,013百万円と前年同期間比35.5％の増収となりました。

売上総利益は主として売上高が増加したことにより、106,450百万円と前年同期間比30.3％の増益となりました。

販売費及び一般管理費は、主に広告宣伝費および韓国子会社における支払手数料が増加したことなどにより、

82,900百万円と前年同期間比27.0％の増加となり、営業利益は23,550百万円と前年同期間比43.6％の増益となりま

した。経常利益は為替差益が増加したことなどにより、24,975百万円と前年同期間比47.4％の増益となりました。

四半期純利益は旧関東柏配送センターの土地売却による固定資産売却益などを計上しましたが、前年同期間に法人

税等還付税額を計上したことなどにより、14,973百万円と前年同期間比19.6％の増益となりました。

 

報告セグメント別の業績は、次のとおりであります。

なお、前第４四半期連結会計期間より、日本地域においてセグメント区分を変更しておりますが、前第３四半期

連結累計期間について変更後の区分方法による作成が困難なため、比較を行っておりません。

① 日本地域

日本地域におきましては、売上高は81,965百万円となり、セグメント利益につきましては909百万円となりまし

た。

② 米州地域

米州地域におきましては、ランニングシューズが好調であったことおよび為替換算レートの影響により、売上高

は70,299百万円（前年同期間比37.1％増、前年度の為替換算レートを適用した場合13.4％増）となり、セグメント

利益につきましては原価率の改善などにより、8,165百万円（前年同期間比76.4％増、前年度の為替換算レートを

適用した場合45.9％増）となりました。
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③ 欧州地域

欧州地域におきましては、ランニングシューズが好調であったことおよび為替換算レートの影響により、売上高

は66,382百万円（前年同期間比36.4％増、前年度の為替換算レートを適用した場合10.0％増）となったものの、セ

グメント利益につきましては仕入コストにかかる為替レートの影響および直営店の新規出店による販売費及び一般

管理費の増加などにより、7,915百万円（前年同期間比19.4％増、前年度の為替換算レートを適用した場合3.7％

減）となりました。

④ オセアニア地域

オセアニア地域におきましては、ランニングシューズが好調であったことおよび為替換算レートの影響により、

売上高は10,827百万円（前年同期間比32.6％増、前年度の為替換算レートを適用した場合15.9％増）となり、セグ

メント利益につきましては2,442百万円（前年同期間比37.8％増、前年度の為替換算レートを適用した場合20.5％

増）となりました。

⑤ 東アジア地域

東アジア地域におきましては、為替換算レートの影響および韓国子会社において最終消費者への販売価格で売上

高を計上したことの影響により、売上高は16,648百万円（前年同期間比74.1％増、前年度の為替換算レートを適用

した場合39.9％増）となり、セグメント利益は1,360百万円（前年同期間比74.1％増、前年度の為替換算レートを

適用した場合40.2％増）となりました。

⑥ その他事業

その他事業におきましては、ホグロフスブランドのアウトドアシューズおよびアウトドアウエアが堅調であった

ことに加え為替換算レートの影響により、売上高は7,921百万円（前年同期間比31.5％増、前年度の為替換算レー

トを適用した場合4.8％増）となり、仕入コストにかかる為替レートの影響などにより、セグメント損失は406百万

円となりました。 

 

（２）財政状態

当第３四半期連結会計期間末の財政状態といたしましては、総資産272,198百万円（前連結会計年度末比11.2％

増）、負債の部合計118,925百万円（前連結会計年度末比11.1％増）、純資産の部合計153,272百万円（前連結会計

年度末比11.3％増）となりました。

流動資産は、たな卸資産の増加などにより、199,625百万円（前連結会計年度末比13.0％増）でした。

固定資産は、アシックスジャパン株式会社新社屋の建設に伴う建設仮勘定の増加による有形固定資産の増加およ

び当社の連結子会社であるアシックス商事株式会社の株式を追加取得したことに伴うのれんの計上による無形固定

資産の増加などにより、72,572百万円（前連結会計年度末比6.7％増）でした。

流動負債は、仕入債務および短期借入金の増加などにより、74,209百万円（前連結会計年度末比15.9％増）とな

りました。

固定負債は、長期借入金および長期デリバティブ負債の増加によるその他の負債の増加などにより、44,715百万

円（前連結会計年度末比4.9％増）でした。

株主資本は、利益剰余金の増加により、147,459百万円（前連結会計年度末比9.5％増）でした。

その他の包括利益累計額は、為替換算調整勘定の増加などにより、4,429百万円と前連結会計年度末に比べ9,242

百万円増加しました。

少数株主持分は、当社の連結子会社であるアシックス商事株式会社の株式を追加取得したことにより、1,373

百万円（前連結会計年度末比83.2％減）となりました。
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（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容

等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

会社の支配に関する基本方針について

① 会社の支配に関する基本方針の内容

当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、い

わゆる「敵対的買収」であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否

定するものではありません。特定の者による当社株式の大規模な買付行為等に応じて当社株式の売却を行うか

否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の判断に委ねられるべきものであると考えます。

しかし、当社および当社グループは、スポーツを核とした事業領域で、当社の企業価値・株主共同の利益の

確保・向上に取り組んでおり、そのために幅広いノウハウと豊富な経験、ならびに国内外の顧客・取引先およ

び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた良好な関係を維持し促進することが重要な要素であり、当社

の財務および事業の方針の決定を支配する者としては、これらに関する十分な情報や理解がなくては、将来実

現することのできる当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性があり、不適切であると考えます。

 

② 当社の状況および企業価値向上に向けた取り組み

当社は、1949年（昭和24年）に、スポーツを通じて青少年の健全な育成に貢献することを願い鬼塚商会とし

て創業以来、「健全な身体に健全な精神があれかし」を創業哲学とし、「スポーツを通して、すべてのお客様

に価値ある製品・サービスを提供する」ことを理念に、お客様の求めるものを徹底的に追求し、世界のスポー

ツをする選手、スポーツを愛するすべての人々や健康を願う方々の役に立つよう、技術とものづくりに対する

こだわりを持ち続けてまいりました。

1977年（昭和52年）に、同業２社との合併を機に、この創業哲学のラテン語「Anima Sana In Corpore

Sano」の頭文字から社名を株式会社アシックス（ASICS）へ変更し、社業の発展に努めてまいりました。

当社および当社グループは、スポーツシューズ類、スポーツウエア類、スポーツ用具類などスポーツ用品等

を、国内および海外で製造販売しております。そして、長年トップアスリートのニーズに応えてきた技術力と

ものづくりへのこだわりや海外でのシューズを中心としたランニング事業における高いブランドイメージを基

盤として、2015年度までの中期経営計画「アシックス・グロース・プラン（AGP）2015」を発表し、「スポーツ

でつちかった知的技術により、質の高いライフスタイルを創造する」をビジョンとして定め、３つの事業領域

である①アスレチックスポーツ事業領域、②スポーツライフスタイル事業領域および③健康快適事業領域にお

いて、製品戦略：「革新的な価値の提供とお客様ニーズ対応の融合」、組織戦略：「グローバル組織の構築」

をそれぞれ進め、事業の拡大・強化に取り組んでおります。

当社および当社グループは、「グループ全体で、お客様起点の活動を徹底する」を基本方針とし、今後も中

長期的な視野に立ち、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

 

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されること

を防止するための取り組み

当社は、平成23年６月24日開催の定時株主総会において、当社株式の大規模な買付行為への対応方針の一部

を改定して３年間継続することを決定いたしました（以下、改定後の当社株式の大規模な買付行為への対応方

針を「本対応方針」といいます。）。

本対応方針の概要は次のとおりであります。

当社は、突然大規模な買付行為がなされたときに、大規模買付者による当社および当社グループの従業員、

顧客および取引先等のステークホルダーとの関係についての方針や当社グループの経営に参画したときの経営

方針・事業計画等が、当社の企業価値・株主共同の利益を高めるものか等を当社株主に短期間のうちに適切に

判断していただくためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されるこ

とが不可欠と考え、大規模買付行為に際しては、まず、大規模買付者が事前に当社株主の判断のために必要か

つ十分な大規模買付行為に関する情報を提供すべきであると考えます。

また、当社取締役会も、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の

検討を速やかに開始し、独立委員会からの勧告や外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見

を形成して公表いたします。
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かかるプロセスを経ることにより、当社株主は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案

に対する諾否を検討することが可能となり、大規模買付者の提案に対する最終的な諾否を適切に決定するため

に必要かつ十分な情報の取得と検討の機会を得られることとなります。

当社取締役会は、上記の見解を具現化した一定の合理的なルールに従って大規模買付行為が行われること

が、当社の企業価値・株主共同の利益に資すると考え、事前の情報提供に関する一定のルール（以下「大規模

買付ルール」といいます。）を設定いたしました。

大規模買付ルールの骨子は、①大規模買付者は、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対し、予定する大

規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会は、一定の評価期間内に当該大規模買付

行為に対する当社取締役会としての意見をまとめて公表し、③大規模買付者は、当該評価期間経過後に大規模

買付行為を開始するというものであり、その概要は次のとおりであります。

(ⅰ)大規模買付者には、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して、当社株主の判断および当社取締役会

としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を書面で提供していた

だきます。当社取締役会は、取締役会による評価、検討、意見形成等のため必要かつ十分な本必要情報が大

規模買付者から提出されたと判断した場合には、直ちにその旨大規模買付者に通知するとともに、速やかに

当社株主に公表します。なお、当社取締役会は、必要に応じて情報提供の期限を設定しますが、大規模買付

者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合には、その期限を延長することができるものとします。

(ⅱ)当社取締役会は、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役

会評価期間」といいます。）として、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了したと公

表した日の翌日から、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場

合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を設定し、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経

過後にのみ開始されるものとします。当社取締役会は、取締役会評価期間中、独立委員会に諮問し、必要に

応じて外部専門家等の助言および監査役の意見を参考に、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独

立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動含め、当社取締役会としての意

見を慎重にとりまとめて決議し公表します。

大規模買付行為がなされた場合の対応方針の概要は次のとおりです。

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合、当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発

動要件を満たすときを除き、当社株主に対して、当該買付提案に対する諾否の判断に必要な判断材料を提供さ

せていただくにとどめ、原則として、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。当社取締役会は、

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大

規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置を発動することが相

当であると判断したときに限り、取締役会から独立した組織の独立委員会に必ず諮問し、独立委員会の勧告を

最大限尊重したうえで、無償割当による新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が取締役会

の権限として認める措置を内容とする対抗措置を発動することができるものとします。なお、当社取締役会

は、対抗措置を発動するに際し、株主共同の利益に照らし株主意思を確認することが適切と判断する場合は、

株主総会を招集し、対抗措置に関する当社株主の意思を確認することができるものとします。

 

④ 上記取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当

社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

まず、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿って、当社株式に対する大規模買付行為がなされた

際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示す

るために必要な情報や時間を確保し、当社株主のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることに

より、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

次に、本対応方針は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守する

場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗

措置を発動することが相当であると判断したときに限り、対抗措置が発動されるように設定されており、当社

取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。

また、本対応方針における対抗措置の発動等に際しては、当社取締役会から独立した社外役員等によって組

織された独立委員会に諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。また、その判断の概要

については当社株主に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本対

応方針の公正・透明な運用が行われる仕組みが確保されています。

最後に、本対応方針は、株主総会における当社株主の承認を条件に継続されるものであり、その継続につい

て当社株主の意向が反映されることとなっております。また、本対応方針継続後、有効期間の満了前であって

も、当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止

されることになります。さらに、当社取締役の任期は１年間となっており、毎年の取締役選任手続を通じて本

対応方針の継続、廃止または変更の是非の判断に当社株主の意向が反映されます。
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これらの措置により、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

 

（４）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は576百万円（前年同期間比0.3％

増）であります。なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変

更はありません。

 

（５）従業員の状況

当第３四半期連結累計期間において、連結会社または提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

（６）生産、受注及び販売の状況

当第３四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありません。

 

（７）設備の状況

当第３四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における

計画の著しい変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 790,000,000

計 790,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成26年２月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 199,962,991 199,962,991
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 199,962,991 199,962,991 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項がないため記載しておりません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項がないため記載しておりません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項がないため記載しておりません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成25年10月１日～

平成25年12月31日
－ 199,962 － 23,972 － 6,000

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」につきましては、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿により記載

しております。

①【発行済株式】

 平成25年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

(自己保有株式)

普通株式

10,376,800

－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

189,383,000
1,893,830 －

単元未満株式
普通株式

203,191
－ －

発行済株式総数 199,962,991 － －

総株主の議決権 － 1,893,830 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。

 

②【自己株式等】

　 平成25年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社アシックス
神戸市中央区港島中

町７丁目１番１
10,376,800 － 10,376,800 5.19

計 － 10,376,800 － 10,376,800 5.19

（注）当第３四半期会計期間末日現在の保有自己株式数は、10,377,980株であります。
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２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役執行役員

グローバルセール

ス統括室長

管掌：グローバル

セールス統括室、

グローバルマーケ

ティング統括部、

グローバルＳＣＭ

推進室、アジア・

パシフィック統括

室

取締役執行役員

グローバルセール

ス・マーケティン

グ統括部長

管掌：グローバル

セールス・マーケ

ティング統括部、

グローバルプロダ

クトマーケティン

グ統括室、グロー

バルＳＣＭ推進

室、アジア・パシ

フィック統括室

加藤 克巳 平成25年７月１日

取締役執行役員

グローバルセール

ス統括室長兼2020

東京オリンピッ

ク・パラリンピッ

ク室長補佐

管掌：グローバル

セールス統括室、

グローバルマーケ

ティング統括部、

グローバルＳＣＭ

推進室、アジア・

パシフィック統括

室

取締役執行役員

グローバルセール

ス統括室長

管掌：グローバル

セールス統括室、

グローバルマーケ

ティング統括部、

グローバルＳＣＭ

推進室、アジア・

パシフィック統括

室

加藤 克巳 平成25年11月１日

取締役執行役員

2020東京オリン

ピック・パラリン

ピック室長

取締役執行役員 － 土方 政雄 平成25年11月１日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自 平成25年10月１

日 至 平成25年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）に

係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 37,420 31,736

受取手形及び売掛金
※1 70,600 ※1 75,661

有価証券 2,472 2,191

商品及び製品 54,491 74,260

仕掛品 329 367

原材料及び貯蔵品 1,118 1,166

繰延税金資産 4,835 5,614

その他 8,024 11,210

貸倒引当金 △2,593 △2,582

流動資産合計 176,698 199,625

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 31,154 29,796

減価償却累計額 △20,019 △18,896

建物及び構築物（純額） 11,135 10,900

機械装置及び運搬具 4,642 4,842

減価償却累計額 △3,633 △3,818

機械装置及び運搬具（純額） 1,008 1,023

工具、器具及び備品 14,895 17,043

減価償却累計額 △9,353 △10,599

工具、器具及び備品（純額） 5,542 6,444

土地 10,048 9,602

リース資産 4,890 5,828

減価償却累計額 △1,519 △1,970

リース資産（純額） 3,370 3,857

建設仮勘定 539 2,010

有形固定資産合計 31,644 33,839

無形固定資産

のれん 4,964 5,951

その他 12,941 13,725

無形固定資産合計 17,906 19,677

投資その他の資産

投資有価証券 9,375 9,302

長期貸付金 399 386

繰延税金資産 1,174 1,472

その他 8,027 8,403

投資損失引当金 － △74

貸倒引当金 △500 △433

投資その他の資産合計 18,476 19,056

固定資産合計 68,026 72,572

資産合計 244,725 272,198
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※1 26,973 ※1 29,649

短期借入金 11,479 17,596

リース債務 560 645

未払費用 10,796 10,221

未払法人税等 3,192 4,699

未払消費税等 906 1,304

返品調整引当金 605 403

賞与引当金 2,295 829

繰延税金負債 31 174

資産除去債務 3 1

その他 7,185 8,684

流動負債合計 64,028 74,209

固定負債

社債 16,000 16,000

長期借入金 8,305 8,721

リース債務 3,029 3,418

退職給付引当金 8,405 8,694

繰延税金負債 3,917 3,762

資産除去債務 711 791

その他 2,249 3,326

固定負債合計 42,618 44,715

負債合計 106,646 118,925

純資産の部

株主資本

資本金 23,972 23,972

資本剰余金 17,182 17,182

利益剰余金 101,368 114,136

自己株式 △7,823 △7,831

株主資本合計 134,699 147,459

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,327 2,688

繰延ヘッジ損益 1,050 250

在外子会社資産再評価差額金
※2 287 ※2 217

為替換算調整勘定 △8,476 1,273

その他の包括利益累計額合計 △4,812 4,429

新株予約権 － 8

少数株主持分 8,191 1,373

純資産合計 138,078 153,272

負債純資産合計 244,725 272,198
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高 190,499 238,259

売上原価 109,187 132,047

返品調整引当金戻入額 580 547

返品調整引当金繰入額 221 308

売上総利益 81,670 106,450

販売費及び一般管理費 65,273 82,900

営業利益 16,397 23,550

営業外収益

受取利息 323 324

受取配当金 181 193

為替差益 343 1,140

負ののれん償却額 5 －

その他 391 481

営業外収益合計 1,246 2,140

営業外費用

支払利息 521 497

その他 177 217

営業外費用合計 699 714

経常利益 16,944 24,975

特別利益

固定資産売却益
※1 146 ※1 425

投資有価証券売却益 96 327

投資有価証券償還益 6 －

法人税等還付加算金 190 －

特別利益合計 440 753

特別損失

固定資産売却損 19 1

固定資産除却損 34 23

投資有価証券評価損 53 51

投資有価証券売却損 6 25

投資有価証券償還損 6 －

子会社工場閉鎖損失 － 256

特別損失合計 119 359

税金等調整前四半期純利益 17,265 25,369

法人税等 5,794 9,310

法人税等還付税額 △1,687 －

少数株主損益調整前四半期純利益 13,158 16,059

少数株主利益 638 1,086

四半期純利益 12,519 14,973
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 13,158 16,059

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 215 370

繰延ヘッジ損益 △182 △765

在外子会社資産再評価差額金 △69 △69

為替換算調整勘定 902 9,885

その他の包括利益合計 866 9,420

四半期包括利益 14,024 25,480

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 13,264 24,215

少数株主に係る四半期包括利益 760 1,264
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

（会計方針の変更等）

該当事項はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形

 四半期連結会計期間末日の満期手形の会計処理につきましては、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四

半期連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成25年12月31日）

受取手形 405百万円 914百万円

支払手形 45百万円 35百万円

 

 ※２ アシックススカンジナビアAS（平成25年12月27日付で商号をアシックスノルウェーASに変更）の株式の追

加取得（平成21年８月14日付）に伴う新規連結に関して、実務対応報告第18号に基づき改正前の国際財務報告基準

第３号を適用したことにより生じたものであります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

土地 129百万円 405百万円

その他 17百万円 20百万円

合計 146百万円 425百万円

当第３四半期連結累計期間の土地による「固定資産売却益」は、旧関東柏配送センター売却によるものであります。

   

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費および長期前払費用に係る償却費を含

む。）およびのれんの償却額は次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

減価償却費 3,636百万円 4,320百万円

のれんの償却額 511百万円 730百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日

定時株主総会
普通株式 2,275 12 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月21日

定時株主総会
普通株式 2,275 12 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

経営執行会議が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。

当社は、世界本社として主に経営管理および商品開発を行っております。

当社グループは、主にスポーツ用品等を製造販売しており、国内においてはアシックスジャパン株式会社、

アシックス販売株式会社、その他の国内法人が、海外においては米州、欧州・中近東・アフリカ、オセアニ

ア/東南・南アジア、東アジアの各地域をアシックスアメリカコーポレーション、アシックスヨーロッパ

B.V.、アシックスオセアニアPTY.LTD.、その他の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞ

れ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており

ます。

「日本地域」、「米州地域」、「欧州地域」、「オセアニア地域」、「東アジア地域」は、主にスポーツ用

品等を販売しており、「その他事業」は、ホグロフスブランドのアウトドア用品を製造および販売しておりま

す。

なお、「３．報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおり、前第４四半期連結会計期間から報告

セグメントの区分を変更しております。

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

（単位：百万円）

 日本地域 米州地域 欧州地域
オセアニア

地域
東アジア
地域

その他事業 合計
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高          

(1)外部顧客への

   売上高
66,698 51,269 48,673 8,167 9,561 6,024 190,394 104 190,499

(2)セグメント間

  の内部売上高

   又は振替高

13,392 0 － － － － 13,392 (13,392) －

計 80,090 51,269 48,673 8,167 9,561 6,024 203,787 (13,287) 190,499

セグメント

利益又は損失
2,868 4,628 6,627 1,772 781 (63) 16,614 (217) 16,397

（注）１.（１）セグメント売上高の調整額は、報告セグメントに含まれない子会社の売上高を含んでおり

ますが、主にセグメント間調整によるものであります。

（２）セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに含まれない子会社の利益又は損失

を含んでおりますが、主にセグメント間調整によるものであります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

（単位：百万円）

 日本地域 米州地域 欧州地域
オセアニア

地域
東アジア
地域

その他事業 合計
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高          

(1)外部顧客への

   売上高
65,909 70,299 66,382 10,827 16,645 7,921 237,986 272 238,259

(2)セグメント間

  の内部売上高

   又は振替高

16,055 － － 0 2 － 16,057 (16,057) －

計 81,965 70,299 66,382 10,827 16,648 7,921 254,044 (15,785) 238,259

セグメント

利益又は損失
909 8,165 7,915 2,442 1,360 (406) 20,387 3,162 23,550

（注）１.（１）セグメント売上高の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の売上高を含んでおりま

すが、主にセグメント間調整によるものであります。

（２）セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに含まれない会社の利益又は損失を

含んでおりますが、主にセグメント間調整によるものであります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、国内の組織再編として、吸収分割および吸収合併により、平成25年１月１日付で、世界本

社機能と日本事業を分離し、当社における日本事業をアシックスジャパン株式会社およびアシックス販売株式

会社に移管いたしました。これにより従来「日本地域」に含まれていた当社および国内製造子会社の業績を調

整額に移行させることで、「日本地域」には日本事業のマーケティング・販売機能の業績のみを反映させ、セ

グメント情報の有用性をさらに高めることといたしました。この組織再編に伴い、取締役会に報告する区分の

見直しを行ったため、報告セグメントを上記のとおりに変更することといたしました。

なお、前第３四半期連結累計期間についてセグメント売上高、セグメント利益又は損失の金額を、変更後の

報告セグメント区分により収集していないため、これによる前第３四半期連結累計期間のセグメント利益を算

出することは実務上困難であります。よって当第３四半期連結累計期間のセグメント売上高、セグメント利益

又は損失の金額に関する情報を、変更前の区分により表示すると次のようになります。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

（単位：百万円）

 日本地域 米州地域 欧州地域
オセアニア

地域
東アジア
地域

その他事業 合計
調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高          

(1)外部顧客への

   売上高
66,059 70,299 66,382 10,827 16,645 7,921 238,136 123 238,259

(2)セグメント間

  の内部売上高

   又は振替高

26,913 － － 0 2 － 26,915 (26,915) －

計 92,972 70,299 66,382 10,827 16,648 7,921 265,052 (26,792) 238,259

セグメント

利益又は損失
5,091 8,165 7,915 2,442 1,360 (406) 24,569 (1,019) 23,550

（注）１.（１）セグメント売上高の調整額は、報告セグメントに含まれない子会社の売上高を含んでおり

ますが、主にセグメント間調整によるものであります。

（２）セグメント利益又は損失の調整額は、報告セグメントに含まれない子会社の利益又は損失

を含んでおりますが、主にセグメント間調整によるものであります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

重要な事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

重要な事項はありません。

 

（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２に基づき、注記を省略しております。

 

（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２に基づき、注記を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２に基づき、注記を省略しております。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額および算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 66.03円 78.98円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 12,519 14,973

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 12,519 14,973

普通株式の期中平均株式数（千株） 189,591 189,587

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 －円 78.98円

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － 4

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

－ －

（注）第59期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

                                                                                     平成26年２月７日

株式会社アシックス

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   松本 要       印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   笹山 直孝      印

  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ア

シックスの平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２５年１

０月１日から平成２５年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５年４月１日から平成２５年１２月３

１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

 監査人の結論

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アシックス及び連結子会社の平成２５年１２月３１日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

 

 利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

                                                                                                 以 上

 

（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が別途保管しております。

２. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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